
令和３年度 介護サービス事業者等に対する指導監査等について 
 

（概要） 詳しくは、ｐ１～ 

 

指導 

目的 

〇 介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求に関する事項につ

いて周知徹底を図るとともに、サービスの質の確保及び介護給付等の適正

化を図る。 

集団指導 

〇 講習等の方法で行う。 

〇 介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正及

び過去の指導事例などを説明する。 

※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止 

する。 

実地指導 

〇 事業所において、関係書類を閲覧するとともに、関係者から関係書類等

を基に説明を求める面談方式で行う。 

〇 原則として、３か年に１回実施する。 

※ 第１号訪問事業及び第１号通所事業を行う事業者で、訪問介護事業者又

は通所介護事者として県の指定を併せて受けている場合は、原則として、

訪問介護事業者又は通所介護事業者に対する県の実地指導と同日に実施す

る。 

〇 日程は事前に調整し、おおむね実施日の１か月前までに文書で通知す

る。 

〇 実地指導の結果は文書で通知し、改善が必要な事項が認められた場合

は、改善報告書の提出を求める。 

〇 令和２年度実施分から、文書指導事項及びその改善状況の概要を、市の

ホームページで公表する。 

 

監査 目的 

〇 次の指定基準違反等に該当する場合、事実関係を的確に把握し、公正・

適切な措置を講ずるために実施する。 

  ① 「勧告・命令」、「指定の取消し」等に該当する内容であると認めら

れる場合又はその疑いがあると認められる場合 

② 介護報酬の請求について不正又は著しい不当の疑いがあると認め

られる場合 

行政上の措置 
〇 監査の結果、指定基準違反等に該当すると認めるときは、「勧告・命令」、

「指定の取消し」等を行う。 

 

不正利得の徴収 
〇 偽りその他不正行為により介護報酬の支給を受けたときは、支払った額

に加えて、加算金（返還額×（４０／１００））を返還させる。 

 

業務管理

体制確認

検査 

目的 
〇 法令遵守等の業務管理体制（法令遵守責任者の選任等）が、事業所を設

置した法人として適切に整備されているか確認するために実施する。 

対象 
〇 地域密着型サービス事業（地域密着型介護予防サービス事業）のみを行

う法人で、当該事業所が志木市内にのみ所在する法人 

一般監査 〇 実地指導を行う場合に、併せて実施する。 

特別検査 〇 指定の取消し等に相当する事案が発生した場合に、実施する。 

 

（その他） 

  介護報酬の返還について （ｐ４） 

 

  人員・設備・運営に関する基準、介護報酬の算定基準に係るご質問について (ｐ６) 
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令和３年度 介護サービス事業者等に対する指導監査等の基本方針 
 

 

第１ 対象 

   介護保険法（以下「法」という。）の規定に基づき、市が指定した地域密着型サービス事業者、居

宅介護支援事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者並びに介護予防・日常

生活支援総合事業のうち第１号訪問事業及び第１号通所事業を行う指定事業者（以下「介護サービス

事業者等」という。） 

 

第２ 指導について 

 １ 目的 

   法第２３条及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２

７年厚生労働省告示第１９６号）の規定に基づく介護サービス事業者等に対する指導は、次に掲げる

基準等に定める介護給付、予防給付及び第１号事業支給費の支給（以下「介護給付等」という。）に

係るサービス（以下「介護給付等対象サービス」という。）の取扱い並びに介護給付等に係る費用（以

下「介護報酬」という。）の請求に関する事項について周知徹底を図るとともに、介護給付等対象サ

ービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図るために実施する。 

 

   (1) 志木市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年志木市条例第１８号） 

   (2) 志木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年志

木市条例第２号） 

   (3) 志木市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平

成２４年志木市条例第１９号） 

   (4) 志木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年志木市条例第２６号） 

   (5) 志木市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスＡの人員、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規程（平成２９年志木市告示第７８号） 

   (6) 志木市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスＡの人員、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規程（平成２９年志木市告示第７９号） 

   (7) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示

第１２６号） 

   (8) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２０号） 

   (9) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労

働省告示第１２８号） 

  (10) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２

９号） 

  (11) 志木市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準（平

成２９年志木市告示第７７号） 

 

 ２ 集団指導 

   集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正及び過去の指導事

例等に基づき必要と考えられる指導内容に応じて、介護サービス事業者等を選定し、一定の場所に集

めて講習等の方法により行う。 

   令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止する。 
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 ３ 実地指導 

  (1) 実地指導は、次に掲げる介護サービス事業者等を対象に、介護サービス事業者等の当該指定に

係る事業所において、関係書類を閲覧するとともに、関係者から関係書類等を基に説明を求める

面談方式で行う。 

また、事業所内を巡視し、設備、避難経路、衛生管理の状況、重要事項の掲示及び個人情報に係

る書類の保管状況等の確認を行う。 

    ア 定期的かつ計画的に実施することとして、年間計画に基づき選定した介護サービス事業者等 

    イ その他特に実地による指導を要すると認める介護サービス事業者等 

 

  (2) 実地指導の実施の周期等 

    ア 実地指導の実施の周期については、原則として、３か年に１回とする。 

    イ 第１号訪問事業及び第１号通所事業を行う指定事業者に対する実地指導の実施は、次のとお

りとする。 

（ア） 当該事業者が、地域密着型通所介護事業者である場合は、原則として同時に実施する。 

（イ） 当該事業者が、訪問介護事業者又は通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の

事業所で一体的に運営している場合は、アにかかわらず、原則として、訪問介護事業者又

は通所介護事業者に対する県の実地指導と同日に実施する。 

ウ 新たに指定を受けた事業者に対する実地指導は、原則として、指定を受けた年度又は次年度

において実施する。 

 

  (3) 実地指導の実施に当たっては、対象となる介護サービス事業者等と事前に日程を調整の上、お

おむね実施日の１か月前までに文書により通知する。 

     ただし、当該通知により、適正な実地指導を実施することができないと認められる場合は、実

地指導を実施する際に文書を交付する。 

 

  (4) 実地指導の結果、改善を要する事項が認められる場合には、文書により指導結果の通知を行う

とともに、当該指導事項に係る改善報告書の提出を求める。 

提出された改善報告書の内容を確認し、改善が不十分な場合は、必要に応じて、管理者等の呼

び出し又は再度の実地指導の実施等、改善の徹底を図る。 

 

  (5) 介護サービス事業者等の運営の適正化に加え、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供

に資することを目的として、文書で改善報告を求める文書指導事項及びその改善状況の概要につ

いて、市のホームページで公表する。 

 

  (6) 指導の重点項目 

    令和３年度においては、特に次の項目について重点的に指導を行う。 

    ア 水防法等に基づく非常災害対策 

    イ 新型コロナウイルス等感染症対策 

    ウ 業務継続計画策定の促進 

    エ 虐待防止対策 

    オ 介護報酬等の適正な算定 

    カ 新たな介護人材確保対策と定着支援の取組 

 

第３ 監査について 

 １ 目的 

   法第７８条の７第１項、第８３条第１項、第１１５条の１７第１項、第１１５条の２７第１項及び

第１１５条の４５の７第１項の規定に基づく介護サービス事業者等に対する監査は、次の各号のい

ずれかに該当する場合（以下「指定基準違反等」という。）に、事実関係を的確に把握し、公正かつ

適切な措置を講ずるために実施する。 

   なお、実地指導の実施中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止

し、直ちに監査を行う。 
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  (1) 第４に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認

められる場合 

  (2) 介護報酬の請求について不正又は著しい不当の疑いがあると認められる場合 

 

 ２ 監査対象の選定 

   監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場

合に行う。 

  (1) 通報、苦情、相談等に基づく情報（具体的な指定基準違反等が把握でき、又は指定基準違反等

が疑われる蓋然性が高い場合に限る。) 

  (2) 介護報酬の請求データ等の分析から特異傾向を示す介護サービス事業者等に係る情報 

  (3) 実地指導において確認した指定基準違反等に関する情報 

  (4) 死亡事故等の重大事故の発生又は利用者の生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれ

に関する情報 

  (5) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報 

 

第４ 行政上の措置について 

   監査の結果、指定基準違反等に該当すると認めるときは、法第７８条の９、第７８条の１０、第８

３条の２、第８４条、第１１５条の１８、第１１５条の１９、第１１５条の２８、第１１５条の２９、

第１１５条の４５の８及び第１１５条の４５の９の規定に基づき、「勧告、命令等」及び「指定の取

消し等」の行政上の措置を行う。 

 

第５ 不正利得の徴収について 

   介護サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により介護報酬の支払を受けたときは、法第２２

条第３項の規定に基づき、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させる

べき額に１００分の４０を乗じて得た額を徴収することができる。 

 

第６ 業務管理体制確認検査について 

 １ 目的 

   法第１１５条の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者等（地域密着型サービス事業又は

地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての

事業所が志木市の区域内にのみ所在するものに限る。）に対する業務管理体制の整備に係る確認検査

は、法第１１５条の３２第１項に定める業務管理体制が適切に整備されているか確認するために実

施する。 

 

 ２ 検査方法 

  (1) 検査の実施方法は、一般検査及び特別検査とする。 

  (2) 一般検査は定期的に実施し、実地指導を行う場合には、併せて実施する。 

  (3) 特別検査は、介護サービス事業者等の指定の取消し等に相当する事案が発生した場合に、当該

介護サービス事業者等における業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織

的関与の有無を検証するために実施する。 
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介護報酬の返還について 
 

 

 偽りその他不正行為により介護報酬の支払を受けた場合に、加算金（※）を含めて返還となるほか、

報酬基準に適合しない取扱いが認められた場合にも、不適切な請求となっている部分については、返還

が必要となる。 

 

〇返還指導の取扱い 

 

区分 報酬請求の内容 報酬上の措置等 遡及 

指 

 

導 

取

扱

い

が

不

適

切 

○ 加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通知に即

したサービス提供を行っているが、不適切な取扱

いが認められる場合 

○ 解釈通知に即したサービス提供を実施してい

ないものの、加算本来の趣旨を満たしていないと

まではいえない場合 

適切な取扱いとなるよう指導 無 

基

準

等

不

適

合 

○ 加算報酬上の算定要件を一つでも満たしてい

ない場合 

○ 解釈通知に即したサービス提供を実施してい

ないことにより加算本来の趣旨を満たしていな

い場合 

適切なサービスの実施となる

よう是正指導の上、加算報酬上

の基準要件等を満たしていな

い部分について自己点検の上、

過誤調整により返還させる ※ 

有 

監 

査 

加算報酬上の基準要件を満たしていない場合及

び解釈通知に即したサービス提供が実施されてい

ない場合であって、当該報酬請求の内容が著しく悪

質で不正な請求と認められる場合 

法第２２条第３項に基づく返

還金及び加算金の徴収 
有 

 

     （「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについて 平成19年3月1日・厚生労働省

老健局総務課介護保険指導室長事務連絡) 

 

      ※（補足） 「原則として指導月前１年について自主点検させ、点検の結果それ以前にも遡及すべきものがあ

ればそれ以前についても点検させ自主返還を求める」こととなっている。（平成 15年 9月 8日・全

国介護保険担当課長会議） 

 

〇体制届が必要な加算で要件に適合しない場合の取扱い 

 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上

なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによっ

て当該届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであ

ること。当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置

を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を

行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処

すること。 

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算等は算定しな

いことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定され

ていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 
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５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

  事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定され

なくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、

加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。ま

た、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求とな

り、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然で

あるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 

 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

  ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所においては、市町村へ

の返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過

払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に

当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保存しておくこと。 

     （指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する 

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 平成 18 年3月 31 日・厚生労働省老

健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 

 

〇処遇改善加算及び特定加算の返還 

 

都道府県知事・市町村長は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業者等が（１）又は（２）

に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還さ

せること又は処遇改善加算等を取り消すことができる。 

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）

であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において

協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県

が調整をすることが望ましい。 

（１）処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行

いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合 

（２）虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 

     （介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について 令和3年3月16日・厚生労働省老健局長通知） 

 

○返還請求の消滅時効 

 

過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）の返還請求 

過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であ

ることから、地方自治法第２３６条第１項の規定により５年。 

 

過払いの場合（不正請求の場合に限る。）の返還請求 

過払いの場合（不正請求の場合に限る。）の返還請求の消滅時効は、徴収金としての性格を

帯びることから、介護保険法第２００条第１項の規定により２年。 

 

（介護給付費請求書等の保管について(抜粋) 平成13年 9月19日・厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課事

務連絡（平成27年4月1日一部改正）） 

（補足） 上記の事務連絡には記載されていないが、第１号訪問事業及び第１号通所事業に係る第

１号事業支給費の返還は、介護保険法第２２条（不正利得の徴収等）第３項の規定が適用

されないことから、同法第２００条（時効）の規定も適用されない。このため、不正請求

を含む過払いの場合の返還請求の消滅時効は、地方自治法第２３６条第１項の規定によ

り「５年」が適用される。 
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人員・設備・運営に関する基準、介護報酬の算定基準に係るご質問について 
 

 

 

 ○ 志木市が指定している介護サービス事業の「人員・設備・運営に関する基準」又は「介護報酬の算

定基準」についてご質問がある場合は、次のとおり、電子メール又は郵送で提出をお願いします。 

 

   （電子メールの場合） 

    ・ 電子メールの【件名】は「質問票（介護サービス）」とし、【メール本文】に次の項目を入力

の上、送信願います。 

       ○事業所名 

       ○記入者氏名 

       ○電話番号 

       ○電子メールのアドレス 

       ○サービスの種別 

       ○質問内容 

 

   （郵送の場合） 

    ・ 上記の項目を記入の上、郵送願います。特に様式は定めておりません。 

 

 

 ○ ご質問を受け付けた後、内容を確認し、追って電話等で回答いたします。 

   質問内容によっては、関係機関に確認の上、回答することになります。この場合は、回答までに時

間がかかることがありますので、予めご了承願います。 

 

 

 〇 県が指定した訪問介護や通所介護に係るご質問については、埼玉県西部福祉事務所（介護保険・施

設整備担当：ＴＥＬ０４９－２８３－６８００）にお問い合わせ願います。 

 

 

 

               （担当） 志木市 福祉部 福祉監査室 

                    Tel： ０４８-４７３-１１１１ 内線２８８３・２８８４ 

                    E-mail： fukushi-kansa@city.shiki.lg.jp 

                    〒３５３-８５０１ 志木市中宗岡１－１－１ 

 

※ 新庁舎建設のため、市の庁舎は仮庁舎に移転していますが、郵便物

の送付先の住所、電話番号は、移転後も変更はありません。 


